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デジタル活用支援推進事業について

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課



デジタル活用支援推進事業

 高齢者等のデジタル活用の不安解消に向けて、スマートフォンを利用したオンライン行政手続等に対する助言
・相談等を行う「講習会」を、令和３年度から全国の携帯ショップ、公民館等で実施（国費10/10補助、上
限あり）
講座の例

「マイナポータルを活用しよう」、「オンライン診療を使ってみよう」、「ハザードマップで様々な災害のリスクを確認しよう」、
「デジタルリテラシーを身につけて安心・安全にインターネットを楽しもう」
「電源の入れ方・ボタン操作の仕方を知ろう」、「電話・カメラを使おう」

 令和３～７年度の５年間での実施を想定し、携帯ショップがない市町村(786市町村※) での実施も引き続
き推進。 ※令和７年３月１日集計。

都市部を中心とした支援

●携帯ショップなど全国に有している
拠点等で支援を実施

●主体は携帯キャリアを想定

●携帯ショップのない全国の市町村に
てオンラインによる支援を実施

●主体は携帯キャリアを想定

●携帯ショップのない市町村にて公民
館等で支援を実施

●主体は地元ICT企業、社会福祉
協議会等

●講師を地方公共団体等に派遣し
て支援を実施

●主体は携帯キャリア、地元ＩＣ
Ｔ企業等

全国展開型 対面TYPE オンラインTYPE
地域連携型 講師派遣型

地方部を中心とした支援

携帯ショップ等を
拠点として全国規模での
講習会の実施を図る

令和３年度～ 令和６年度～
令和３年度～ 令和４年度～

携帯ショップがない地域における
デジタル活用支援の取組も強力に推進し、
全国津々浦々での講習会の実施を図る
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応用講座
基本講座

R６補正予算額：21億円



デジタル活用支援推進事業の講座一覧

 講座には大きく分けて以下の２種類があり、各類型において実施できる具体の講座については以下の表のとおり。
応用講座：オンライン行政手続の申請方法やオンライン行政サービスの利用の仕方等を学ぶ講座
基本講座：電源の入れ方やインターネットの使い方などスマートフォンの基本的な使い方等を学ぶ講座

 令和６年度補正予算事業では、生成AI、文字表示電話サービス（ヨメテル）に関する新規２講座を追加
（SH“U”Nプロジェクトアプリに関する講座については、事業終了に伴い廃止。）。

全国展開型
・

地域連携型（市町村独自事業実施地域）
地域連携型（市町村独自事業非実施地域）

・
講師派遣型

応用講座

基本講座
基本講座は取り扱わない

各キャリア及び市町村の独自の
スマホ教室等の取組が実施されているため

本事業では対象外

① 電源の入れ方・ボタン操作の仕方を知ろう 
② 電話・カメラを使おう 
③ 新しくアプリをインストールしてみよう 
④ インターネットを使ってみよう 
⑤ メールをしてみよう 
⑥ 地図アプリを使おう 
⑦ メッセージアプリを使おう
⑧ スマートフォンを安全に使うための基本的なポイントを知ろう
⑨ オンライン会議アプリを使ってみよう

Ｃ 防災・地域
⑨ ハザードマップで様々な災害のリスクを確認しよう
⑩ 浸水ナビを使って水害シミュレーションを見てみよう
⑪ 地理院地図を使って身近な土地の情報を知ろう

D その他スマホを使いこなすために
⑫ デジタルリテラシーを身につけて安心・安全にインターネット

を楽しもう
⑬ スマホで年金の情報を確認しよう（ねんきんネット）
⑭ 生成AIを使ってみよう
⑮ 文字表示電話サービス（ヨメテル）を使ってみよう
⑯ 地方公共団体が提供するオンラインサービスの利用方法
⑰ 地域におけるオンライン行政手続の実施方法

Ａ スマホを使ったマイナンバーカードの活用
① マイナポータルを活用しよう
② スマホでマイナンバーカードを申請しよう
③ スマホ用電子証明書をスマホに搭載しよう
④ マイナンバーカードを健康保険証として利用しよう・公金受

取口座の登録をしよう
⑤ スマホで確定申告（e-tax）をしよう
Ｂ 健康・医療
⑥ オンライン診療を使ってみよう
⑦ 全国版救急受診アプリ（Q助）で病気やけがの緊急度

を判定しよう
⑧ FUN＋WALKアプリを使って楽しく歩こう

注１ 全国展開型及び地域連携型においては、応用講座①～⑰について、Ａ～Ｄの各グループからそれぞれ１コマ以上の講座の実施が必要。
注２ 講師派遣型については、応用講座①～⑰について、１講習会（１つの計画として申請するもの）ごとにいずれかの講座１コマ以上の実施が必要。
注３ 赤字の講座が令和６年度補正予算事業における新規講座。
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※R7.５月末まで開催予定



応用講座 「地方公共団体が提供するオンラインサービスの利用方法」等

 地方公共団体が提供するオンラインサービス又は地方公共団体に対して行うオンライン行政手続であって、
スマートフォンを使用するものであれば、本事業において講習会を実施することが可能。

 直近の令和５～６年度においても、地方公共団体が提供するオンデマンド交通アプリやキャッシュレスシステム
等の利用方法について講習会を開催。

 ※ 地方公共団体が提供するオンラインサービス等に関する本事業の活用等については、「地域におけるデジタル活用支援の推進について（通知）」（令
和７年４月24日付け総情振第38号・総行政第94号・総行情第90号・総行応第153号・総行過第40号情報流通振興課長、地域政策課長、地
域情報化企画室長、地域自立応援課長及び過疎対策室長連名通知）においても示している。
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【実施講座の例（R5～R6デジタル活用支援推進事業）】
カテゴリ 講座の一例

交通 ○○町乗合タクシーのオンライン予約方法
○○村デマンドバス予約アプリの利用方法

買い物・
キャッシュレス

○○市デジタル地域通貨の利用方法
○○町キャッシュレスシステムの利用方法

防災 ○○村防災アプリの利用方法

カテゴリ 講座の一例

公式LINE ○○市公式LINEの利用方法
○○村公式LINEの登録方法

ヘルスケア ○○市健康ポイントアプリの活用方法
○○町健康アプリの利用方法

電子申請 ○○村電子申請サービスの利用方法

【自治体独自のスマホ教室との連携方法】
 デジタル活用支援推進事業で取り扱うことが困難な講座を自治体独自でのスマホ教室で実施する場合、本事業で取り扱うことが
可能な講座と連続性をもって実施することで、受講者が一貫した学びの流れを感じることができ、より効果的なスマホ教室を開
催することができる可能性が高いことから、本事業との連携を検討いただきたい。

 実施例：デジタル活用支援推進事業の講座を実施した直後に、自治体独自のスマホ教室を実施

 ただし、この場合、自治体独自のスマホ教室と補助事業である本事業の講習会との区別を明確にする必要があるため、受講者
等に自治体独自のスマホ教室が本事業の講習会の一環として実施しているものと誤解を与えることのないよう注意いただきたい。

（誤解を与えかねない実施例）
・ 本事業のポスターを掲示したまま自治体独自のスマホ教室を実施する
・ 本事業の講習会と自治体独自のスマホ教室の講師が同一の場合、当該講師が本事業の備品を着用したまま自治体独自のスマホ教室を実施する 等

※下記講座は参考例。実施可否に関しては個別に判断していることから、本講座の実施を
検討いただく場合、事前に執行団体に要確認。
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